
栗東市監査委員告示第３号

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 242条第 1項の規定の基づく栗東市職員措置要求につい
て監査を執行したので、同条第 4項の規定により次のとおり公表する。

平成 25年 1 月 25日

栗東市監査委員 井之口 秀行

栗東市監査委員 山 本 章

栗東市職員措置要求にかかる監査結果

第１ 監査の請求

1 請求の要旨（請求文）

栗東市が株式会社ＴＳＲ（「株式会社ジェイティアール」が社名変更）に対して平成１２年

９月２９日に３億円、同年１２月２６日に２億円合計５億円を貸付けた返済期限（平成２２年

９月２８日および同年１２月２５日）が過ぎているにもかかわらず返済が履行されなかったた

め、平成２３年３月２５日大阪地裁に提訴した。その結果、平成２４年３月２６日、㈱ＴＳＲ

が栗東市の主張を認め『認諾』する結果となった。

ところが、その後７か月が経過しても㈱ＴＳＲから返済計画が示されないため、平成２４年

１１月７日情報公開により裁判における準備書面を入手した。その書面によって、以下の事実

が初めて明らかになった。

(1) 平成１１年９月１６日に企業誘致条例が廃止され、㈱ＴＳＲへの奨励金支給がストップした
ために、㈱ＴＳＲはそれ以降の経営が赤字に転落しているとして、㈱ＴＳＲは第２期および

第３期の決算報告書（平成１０年７月１日～、および平成１１年７月１日～）を提供してい

る。これによれば、奨励金が廃止になっても赤字にはなっていない。

（下記に決算報告書から当期利益を抜粋）

・第２期（平成 10年 7月 1日～11年 6月 30日）当期利益 62,142,699円
・第３期（平成 11年 7月 1日～12年 6月 30日）当期利益 58,691,573円
・第４期（平成 12年 7月 1日～13年 6 月 30日）当期利益   4,085,629円
・第５期（平成 13年 7月 1日～14 年１月 31日）当期利益   5,763,826円

これに対し、栗東市は何の反論もしていない事実が明らかになった。

(2) 栗東市は、㈱ＴＳＲが返済能力のない法人であり、かつ十分な担保もとらない貸付けであっ
たことから、㈱ＴＳＲからの返済原資を栗東市自らが㈱ＴＳＲに提供するとの条件を㈱ＴＳＲ

に提案していたという事実が判明した。

これに対し、栗東市は担当者がその段階における考えや見通しを告げただけにすぎないと反



論しているが、平成１５年１２月議会に「栗東市企業事業資金貸付条例改正案」が提案され、

環境建設常任委員会で可決されている。その後の税制改正により市町村たばこ税都道府県交付

金が創設されたため、本条例改正案は取り下げられた。この条例改正案は、栗東市が㈱ＴＳＲ

に返済をしなくてもよいという条件として制定する予定であった「新たばこ条例」で支給され

る奨励金を、貸付金の返済に充当する提案をしていた事実を裏付けるものである。

（３）本件は㈱ＴＳＲにかかる訴訟であるにもかかわらず、平成１４年以降は、株式会社㈱ＣＳ

Ｒ（「株式会社ジェイティーアールたばこサービス」が社名変更）に対する貸付けも発生して

いるとして、２社合わせての税収を記載している。また、平成１４年２月２５日頃栗東市が㈱

ＴＳＲに対し「㈱ＣＳＲ融資にかかる問題点整理について」と題する書面をファックスにより

送信している。この書面の内容は、㈱ＣＳＲの融資申込み資料が不十分でありながら、使途等

が他に公開できないまま貸付けが実行された場合の背任や便宜供与にあたるのではないか」と

の疑問点が検討されていた事実があり、栗東市も記載していたことを認めている。これら２社

の貸付けに係る経過やこうした記載から、㈱ＴＳＲと㈱ＣＳＲは同一企業であると認められる。

栗東市企業事業資金貸付条例および規則において、一事業者に５億円を限度として貸付けがで

きると定めていることから、本貸付けは明らかに違法行為である。

以上（１）～（３）の内容から、栗東市が㈱ＴＳＲに「借りたものは返すのが当たり前」と

言いながら「新たばこ条例」の制定を条件に貸付けを行うという約束により、違法な貸付けを

行っていた。返済期限が過ぎたにもかかわらず一向に返済されず、その後栗東市が提訴に踏み

切った結果、㈱ＴＳＲが『認諾』することとなったが、いまだに返済計画すら示されていない。

㈱ＣＳＲへの貸付金の返済期限は平成２４年６月１９日３億円、平成２５年３月３０日２億

円となっている。１回目の返済期限が過ぎたにもかかわらず、返済されていないことを受け、

栗東市は㈱ＴＳＲへの貸付けおよび㈱ＣＳＲへの貸付け合計９億円（１０億円から担保金１億

円を相殺した額）の返済計画の提出を求めていると議会に説明している。こうした事実からも

㈱ＴＳＲと㈱ＣＳＲが同一業者と認識しつつ、別々に貸付けを行ったと判断せざるを得ない。

㈱ＣＳＲに対する返済期限は到来していないが、親会社の㈱ＴＳＲが返済できない以上、㈱

ＣＳＲも返済不能状態である。

2 請求内容
違法と知りながら㈱ＴＳＲおよび㈱ＣＳＲに貸付けを行った元栗東市(町)長故猪飼峯隆氏と

前栗東市長國松正一氏に対し、栗東市が下記にて損害請求をすることを求める。

・故猪飼峯隆氏の相続人ら ㈱ＴＳＲへの貸付金５億円および

㈱ＣＳＲへの貸付金３億円 合計８億円

・國松正一氏 ㈱ＣＳＲへの貸付金２億円

3 本件の審査において、請求人の意見陳述と証拠提出の機会を付与されたい。
（添付資料省略）



２ 請求者

①栗東市 國松 清太郎

②栗東市 髙野 進

③栗東市 玉田 實

④栗東市 馬場 美代子

⑤栗東市 三浦 平次

３ 請求のあった日

平成２４年１１月２６日

第２ 請求書の受理

本件請求は、平成１２年、平成１４年および平成１５年の貸付行為を対象にするものであり、

当該行為のあった日から既に１年以上の期間を経過したのちの請求であるが、請求人らが本件

請求の根拠として主張する各事実は、請求人らが平成２４年１１月７日の情報公開請求により

入手した資料に基づくものであり、この情報公開請求以前に請求人らが本件請求をすることは

不可能であったと認められることから、本件請求が上記の時期になされたことには正当な理由

があり、地方自治法第２４２条第２項に定める請求期間内の請求と判断した。

また、その他の形式的要件についても補正の結果具備しているものと認められたので、平成

２４年１２月５日、本件請求を受理する旨の決定をした。

第３ 監査

１ 請求人の証拠の提出および陳述

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２４年１２月１１日、監査委員事務局に

おいて、請求人に対し、証拠の提出および陳述の機会を設けた。なお、陳述には請求人４名が

出席した。陳述人からは、後日新たな証拠の提出があったが、その証拠からは請求の内容に変

更はないと判断した。

２ 監査の実施

職員措置要求書の内容および陳述の内容により、監査対象機関を環境経済部企業誘致・経済

振興課とし、平成２４年１２月１４日、関係職員から事情聴取し、監査を実施した。

第４ 監査の結果

１ 監査の対象に係る違法性または不当性についての請求人の主張

請求人は、職員措置要求請求書によると、

(1) 栗東市は㈱ＴＳＲに対し、同社が返済能力のない法人であるにもかかわらず、また、「新た

ばこ条例」の制定を条件に企業事業資金（以下「資金」という。）を貸し付ける約束をしたこと

により、平成１２年９月２９日に３億円、同年１２月２６日に２億円を違法に貸し付けた。

この約束は、栗東市が㈱ＴＳＲに貸し付けた資金を新たに出来る「新たばこ条例」で支給さ

れる奨励金を返済資金にあてることにより、事実上返済しなくても良いこととするものである。

(2) ㈱ＴＳＲに対し資金を貸し付けた後に、㈱ＣＳＲに平成１４年６月２０日に３億円、平成

１５年３月３１日に２億円貸し付けた。２社合わせて税収記載していることや、栗東市が㈱Ｔ



ＳＲに対し「㈱ＣＳＲ融資にかかる問題点整理について」と題する書面を送っていることから

も、２社を同一会社と見なせる。企業事業資金貸付条例施行規則（以下「規則」という。）第 2
条第 1 項によれば、「１事業者について５億円を限度とし、５億円に達するまで貸付けできる
ものとする。」と書かれている。ところが本件では、１事業者（同一会社）に１０億円を貸し

付けていることになり、違法である。

との理由から貸付けを実行した当時の元栗東市（町）長故猪飼峯隆氏と前市長國松正一氏に

対し、違法な貸付けにより栗東市に損害を与えたとして、故猪飼峯隆氏に対しては、㈱ＴＳＲ

への貸付金から担保金を差し引いた 4億５千万円および㈱ＣＳＲへの貸付金３億円、國松正一
氏に対しては㈱ＣＳＲへの貸付金２億円の損害賠償を求めていると解されるので、以下これに

ついて判断する。

２ 事実関係の確認

監査の対象となった㈱ＴＳＲと㈱ＣＳＲへの資金貸付について、監査対象機関である環境経

済部企業誘致・経済振興課に対する監査を実施するとともに、職員から事情を聴取した結果、

以下の事実関係が確認された。

(1) 貸付金にかかる栗東市企業事業資金貸付条例（以下「条例」という。）は、法に基づく手続

きにより、平成１２年６月議会定例会での議決を経て制定し、さらに条例第７条に基づき同条

例施行規則を制定した。

(2) 条例に基づき㈱ＴＳＲから栗東市に対し平成１２年８月２８日付けで栗東市企業事業資金

貸付金借入申込書（以下「申込書」という。）が提出され、これを受けて規則第 6 条第２項に
基づき栗東市工場等誘致審査委員会（以下「委員会」という。）が開催されて審査がなされた結

果、同年８月３１日付で審査結果報告書が市長に提出された。市長は同報告に基づき貸付決定

をなし、予算措置についても同年９月および１２月議会定例会において、一般会計補正予算の

議決を経たうえ、同年９月２９日付で３億円、同年１２月２６日付で２億円を、それぞれ貸し

付けた。

㈱ＣＳＲにおいては、平成１３年１２月７日付けで申込書が提出され、これを受けて規則第

6 条第２項に基づき委員会が開催されて審査がなされた結果、同１４年３月７日付で審査結果
報告書が市長に提出された。市長は同報告に基づき貸付決定をなし、予算措置については平成

１４年３月議会定例会において平成１４年度一般会計予算の議決、同１５年３月議会定例会に

おいて一般会計補正予算の議決を経たうえ、平成１４年６月２０日付で３億円、同１５年３月

３１日付で２億円を、それぞれ貸し付けた。

(3) ㈱ＴＳＲは資金貸付に際し、申込書と第 2 期と第３期の決算報告書等を、㈱ＣＳＲにおい
ても申込書と第１期の決算報告書等を提出した。委員会は、これらの提出資料を検討した結果、

貸付けを適当と認める報告をした。市長はこの報告に基づき貸付を決定し、議会の承認も得て

貸付けを実行した。

(4) 「新たばこ条例」が平成１５年に検討され、議会にも条例改正案が提案されたことはあるも

のの、結局廃案となっている。その後栗東市が同種の条例の制定を検討した事実はない。他方、

㈱ＴＳＲは、栗東市からの貸付金等返還請求訴訟において、当初はこれを争ったものの、最終

的には請求を認諾している。

(5) 日本たばこ産業㈱や関西たばこサービス㈱の月別の売渡実績が、㈱ＴＳＲ、㈱ＣＳＲそれぞ

れから栗東市に報告されている。



３ 判断

(1)栗東市が㈱ＴＳＲに対し本件貸付けを行うに際し、「新たばこ条例」の制定を条件にする旨約
束していたとの請求人らの主張について

請求人らの上記主張の趣旨は必ずしも明確でないが、栗東市は本件貸付けが実行されたのち

「新たばこ条例」を制定し、これに基づく奨励金が栗東市から㈱ＴＳＲに交付されることによ

り、実質的に㈱ＴＳＲの栗東市に対する借入金の返済を免れさせる旨の約束があったと主張し

ているものと考えられる。

しかしながら、本件貸付において作成された金銭消費貸借契約証書を見ても、上記の約束を

示す記載は存しない。確かに「新たばこ条例」の制定が検討された事実はあるものの、これは

更なる税収増を企画して策定されたものと考えることも可能であり、結局廃案となり、その後

栗東市がこの種の条例の制定を企画した事実もない。何よりも債務者である㈱ＴＳＲ自身が栗

東市からの貸付金等返還請求訴訟において、最終的には請求を認諾して返済義務のあることを

認めている。

このような事実関係のもとにおいては、請求人らの上記主張を認める事はできないというべ

きである。

(2) ㈱ＴＳＲと㈱ＣＳＲは同一企業であり、㈱ＣＳＲに対する本件貸付は、一事業者に５億円を
限度として貸付けができるとする条例及び規則に違反する違法な貸付けであるとの請求人ら

の主張について

上記２法人は、現在の本店所在地が同一場所であること、設立時から代表者が同一であるこ

と、主たる事業がたばこの販売業であることなどの共通性を有する。しかしながら、他方で、

２法人は設立時においては本店所在地を異にしていたこと、前記２の(3)及び(5)で確認したと
おり２法人の資産や計算関係は峻別して処理されており混同は認められないこと、栗東市のた

ばこ税収の取り扱いも２法人を区別して処理されていることなどの事実が認められる。また、

代表者等が共通である複数の企業が独立して存在すること自体決して珍しいことではない。

以上の事実関係のもとでは、上記２法人を同一企業と認めることはできず、請求人らの上

記主張を認めることはできないというべきである。

以上のことから、請求人らの、違法な企業事業資金貸付行為により栗東市に損害を与えたと

の主張は、これを認めることはできない。

第５ 請求の措置に対する判断

請求人は、違法な貸付けを行ったとして、当時の元市(町)長故猪飼峯隆氏の相続人と前市長
國松正一氏への損害賠償を求める措置を栗東市に求めているが、第４の３の判断で述べたとお

り、請求に理由がないものとして、棄却する。


